
　・ 生活保護法によって生活扶助を受けている方
　・ 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額※1が１,350,00０円以下の方

公的年金等の 公的年金等の

収入金額
（65歳未満）

収入金額
（6５歳以上）

なし 　 ４５０，０００円 １，１００，０００円以下（改正） １，０５０，０００円以下 １，５５０，０００円以下

1 人 １，０１０，０００円 １，６６０，０００円以下（改正） １，７１３，３３３円以下 ２，１１０，０００円以下

2 人 １，３６０，０００円 ２，０５９，９９９円以下 ２，１８０，０００円以下 ２，４６０，０００円以下

3 人 １，７１０，０００円 ２，５５９，９９９円以下 ２，６４６，６６６円以下 ２，８１０，０００円以下

4 人 ２，０６０，０００円 ３，０５９，９９９円以下 ３，１１３，３３３円以下 ３，１６０，０００円以下

5 人 ２，４１０，０００円 ３，５５９，９９９円以下 ３，５８０，０００円以下 ３，５８０，０００円以下

公的年金等の

収入金額（6５歳以上）

障害者・未成年・寡婦・ひとり親 １，３５０，０００円 ２，０４３，９９９円以下 ２，１６６，６６７円以下 ２，４５０，０００円以下

給与等の 公的年金等の 公的年金等の

収入金額 収入金額（65歳未満） 収入金額（65歳以上）

なし 　450，00０円 1，100,00０円以下（改正） １，０５０，０００円以下 1，550,00０円以下

1 人 １，１２０，０００円 １，770，000円以下（改正） １，８６０，００１円以下 2，220,00０円以下

2 人 １，４７０，０００円 ２，２１５，９９９円以下 ２，３２６，６６７円以下 2，570,00０円以下

3 人 １，８２０，０００円 ２，７１５，９９９円以下 ２，７９３，３３４円以下 ２，９２０，０００円以下

4 人 ２，１７０，０００円 ３，２１５，９９９円以下 ３，２６０，００１円以下 3，270,00０円以下

5 人 ２，５２０，０００円 ３，７０３，９９９円以下 ３，７２６，６６６円以下 ３，７２６，６６７円以下

（２）　均等割は課税されるが所得割は課税されない方
・  前年の総所得金額等※が次の額以下の方

　　（ただし、同一生計配偶者及び扶養親族を有しない場合は、２１０、０００円の加算額はありません。）

【扶養人数と、住民税・森林環境税（国税）が課税されない金額の早見表】　〔６人以上省略〕

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 合計所得金額 給与等の収入金額

（参考２）令和７年分以降の所得において市民税・県民税が課税されない方

本人該当区分 合計所得金額 給与等の収入金額
公的年金等の収入金額

（65歳未満）

　均等割・所得割がともに課税されない状態を、「非課税」と呼びます。
（１）　均等割・所得割・森林環境税（国税）が課税されない方

　・ 前年中の合計所得金額が次の額以下の方
　　　・同一生計配偶者※2・扶養親族がいない場合：4５０,00０円
　　　・同一生計配偶者・扶養親族がいる場合：3５０,00０円×（扶養親族等※3の数＋1）＋１００,00０円　＋２１０，０００円

・　同一生計配偶者・扶養親族がいない場合：450,00０円
・　同一生計配偶者・扶養親族がいる場合 ：350,00０円×（扶養親族等の数＋1）＋１００,00０円＋３２０，０００円

【扶養人数と、所得割のみ課税されない金額の早見表】 〔６人以上省略〕

同一生計配偶者及び扶養親族の人数 合計所得金額


